
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

二
） 

答

弁

第

二

号 

   

衆
議
院
議
員
楢
崎
弥
之
助
君
提
出
三
光
汽
船
株
式
会
社
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
四
第
二
号 

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
楢
崎
弥
之
助
君
提
出
三
光
汽
船
株
式
会
社
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

過
去
に
株
価
操
作
（
証
券
取
引
法
第
百
二
十
五
条
に
掲
げ
る
行
為
）
の
事
実
が
あ
つ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

行
つ
た
調
査
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
株
価
形
成
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
所
の
売
買
審
査
部
門
が
相
場
監
視
の
一
環
と

し
て
常
時
調
査
を
行
つ
て
お
り
、
特
に
増
資
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
増
資
期
間
中
に
お
け
る
株
価
形
成
を
常

に
念
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
三
光
汽
船
株
式
も
そ
の
調
査
対
象
と
な
つ
て
い
る
。 

更
に
、
同
株
式
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
参
議
院
決
算
委
員
会
に
お
け
る
和
田
静
夫
議
員
の
御
指

摘
に
よ
り
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
十
五
日
か
ら
同
四
十
七
年
一
月
十
三
日
ま
で
の
売
買
に
つ
い
て
東
京
証
券
取

引
所
及
び
大
阪
証
券
取
引
所
に
お
い
て
特
別
な
調
査
を
実
施
し
た
。 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

有
価
証
券
報
告
書
に
は
、
大
株
主
に
つ
い
て
所
有
株
式
数
の
多
い
順
に
十
名
程
度
記
載
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
が
、
三
光
汽
船
の
昭
和
四
十
九
年
三
月
期
の
有
価
証
券
報
告
書
に
は
大
株
主
と
し
て
河
本
敏

夫
、
新
光
海
運
及
び
東
光
商
船
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
瑞
星
海
運
の
記
載
は
な
い
。 

三
光
汽
船
と
新
光
海
運
と
の
関
係 

こ
れ
ら
の
株
式
が
三
光
汽
船
の
自
己
株
か
否
か
、
そ
の
取
得
資
金
が
ど
の
よ
う
に
調
達
さ
れ
た
か
に
つ
い

て
は
、
有
価
証
券
報
告
書
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。 

役
員
関
係
に
つ
い
て
は
、
新
光
海
運
の
役
員
六
名
中
二
名
は
、
三
光
汽
船
の
従
業
員
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ

り
、
三
光
汽
船
の
役
員
に
は
新
光
海
運
関
係
の
者
は
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

株
式
の
持
合
い
関
係
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
新
光
海
運
は
三
光
汽
船
の
株
式
を
五 

四 

 



三
光
汽
船
と
東
光
商
船
及
び
瑞
星
海
運
と
の
関
係 

役
員
関
係
に
つ
い
て
は
、
東
光
商
船
及
び
瑞
星
海
運
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
に
合
併
し
、
瑞
東
海

運
と
な
つ
た
の
で
、
三
光
汽
船
と
瑞
東
海
運
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
瑞
東
海
運
の
役
員

七
名
中
一
名
は
三
光
汽
船
の
元
役
員
で
あ
り
、
一
名
は
従
業
員
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
り
、
三
光
汽
船
の
役
員

に
は
瑞
東
海
運
関
係
の
者
は
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

融
資
関
係
は
相
互
に
な
い
と
承
知
し
て
い
る
が
、
有
価
証
券
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
三
光
汽
船
は
新
光
海
運

の
債
務
に
つ
き
千
八
百
万
円
の
保
証
を
し
、
新
光
海
運
の
借
入
金
三
億
八
千
万
円
に
つ
い
て
物
上
担
保
（
船

舶
）
を
提
供
し
て
い
る
。 

千
五
百
四
十
六
万
六
千
株
（
同
社
株
式
中
八
・
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
保
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
光
汽
船
に
つ

い
て
は
、
新
光
海
運
の
株
式
を
保
有
し
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

株
式
の
持
合
い
関
係
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
東
光
商
船
は
三
光
汽
船
の
株
式
を
千 

五 

 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
光
汽
船
の
船
舶
の
売
却
先
は
、
三
光
汽
船
の
海
外
子
会
社
な
ど
三
光
汽
船
と
特
別
の
関
係
に
あ
る
会
社
は

な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

融
資
関
係
は
相
互
に
な
い
と
承
知
し
て
い
る
が
、
有
価
証
券
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
三
光
汽
船
は
東
光
商
船

の
債
務
に
つ
き
四
億
八
千
二
百
五
十
万
円
、
瑞
星
海
運
の
債
務
に
つ
き
一
億
四
千
四
百
四
十
万
円
の
保
証
を

し
、
東
光
商
船
の
借
入
金
五
億
円
に
つ
い
て
物
上
担
保
（
船
舶
）
を
提
供
し
て
い
る
。 

三
光
汽
船
の
過
去
五
年
間
の
株
価
、
売
買
高
の
推
移
は
別
表

1
の
と
お
り
で
あ
る
。 

三
百
十
三
万
六
千
株
（
二
・
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
保
有
し
て
お
り
、
瑞
星
海
運
に
つ
い
て
は
、
三
光
汽
船
の
株

式
の
保
有
状
況
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
三
光
汽
船
に
つ
い
て
は
、
瑞
東
海
運
の
株
式
を
保
有
し
て
い
な

い
と
承
知
し
て
い
る
。 

六 

 



六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

政
治
資
金
規
正
法
に
お
い
て
は
、
各
政
治
団
体
が
こ
れ
に
関
係
す
る
政
治
家
の
氏
名
を
明
示
し
て
収
支
報
告

を
す
る
建
前
と
な
つ
て
い
な
い
こ
と
は
御
承
知
の
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
御
質
問
の
三
光
汽
船
の
政
治
団
体
に
対
す
る
同
法
の
寄
附
に
つ
い
て
は
、
官
報
に
よ
れ
ば
、
新
政
策

研
究
会
（
代
表
者
大
塚
喜
一
郎
）
に
対
す
る
も
の
が
、
昭
和
四
十
五
年
四
十
二
万
円
、
昭
和
四
十
六
年
四
十
二
万

円
で
あ
る
。 

な
お
、
昭
和
四
十
八
年
度
及
び
昭
和
四
十
九
年
度
に
お
い
て
、
運
輸
大
臣
が
海
上
運
送
法
の
規
定
に
よ
り
、

譲
渡
の
許
可
を
し
た
船
舶
の
売
却
先
は
、
別
表

2
の
と
お
り
で
あ
る
。 

資
産
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
も
と
よ
り
海
外
諸
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
制
度
又
は
慣
行
が
確
立
し 

ま
た
、
そ
の
売
船
が
ど
の
よ
う
な
法
人
に
用
船
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。 七 

 



八
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

三
光
汽
船
の
有
価
証
券
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
過
去
五
年
間
に
お
け
る
大
和
銀
行
の
同
社
に
対
す
る

融
資
の
状
況
及
び
同
社
が
発
行
す
る
株
式
の
所
有
の
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

て
い
な
い
現
状
に
か
ん
が
み
、
取
り
あ
え
ず
、
内
閣
の
政
治
姿
勢
を
示
す
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
る
三
木

武
夫
は
、
近
く
自
身
の
財
産
を
公
表
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
他
の
個
々
の
大
臣
に
つ
い
て
公
表
を
求
め
る
こ
と
は
、
種
々
の
検
討
を
要
す
べ
き
問
題
が
あ
る
と
考

え
る
。 昭

和
四
十
七
年 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

七
、
七
三
二 
〃 

 
 

 
 

 

二
〇
、
〇
〇
〇 

〃 

昭
和
四
十
六
年 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

三
、
九
八
七 

〃 
 

 
 

 
 

 

九
、
二
〇
〇 

〃 

昭
和
四
十
五
年
三
月
末 

 
 

 
 

 
 

一
、
九
九
五
百
万
円 

 
 

 
 

 

九
、
二
〇
〇
千
株 

融 
 

資 
 

額 
 

 
 

 
 

所 

有 

株 

式 

数 

八 

 



      

(3)
及
び

(4) 
大
和
銀
行
か
ら
事
情
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、

(3)
及
び

(4)
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
と
の
報
告
を
受
け
て

い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

昭
和
四
十
九
年 

〃 
 

 
 

 
 

 

一
四
、
四
八
一 

〃 
 

 
 

 
 

四
二
、
五
九
二 

〃 

昭
和
四
十
八
年 

〃 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
二
三
九 

〃 
 

 
 

 
 

三
五
、
二
〇
〇 

〃 

九 

 



           

一
〇 

 



           

一
一 

 



           

一
二 

 



   

一
三 

 




